
次の店舗の大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に

よる届出がなされたので、同条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により縦覧に供します。 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  オーケー川崎本町店 

  川崎市川崎区本町二丁目１２番４号 他５筆 

 

２ 届出の年月日 

  令和８年６月１１日  

 

３ 縦覧期間及び時間帯 

  令和８年６月１９日から令和８年１０月１９日までの午

前８時３０分から午後５時００分まで。ただし、土曜日、

日曜日、休日及び１２月２９日から１月３日を除く。 

 

４ 意見書 

  同法第８条第２項の規定により、生活環境保持の観点か

ら意見を有する者は、意見書の提出により、これを述べる

ことができます。 

(1) 提出期限：令和８年１０月１９日 

(2) 提出先：川崎市経済労働局観光・地域活力推進部 

商業・サービス業振興担当 



8収川経観地第93号       


